


個別避難計画作成に向けた協議内容例

１　本人・世帯等の状況
　［資料１］アセスメントシート参照。
（庁内の情報共有会議、及び本人家庭への訪問ヒアリングにより作成したもの）

２　災害時の避難方針（案）について
　本人自宅は土砂災害警戒区域及び浸水想定区域から外れており、風水害時における被災リスクは低いと思われ、検討すべきリスクは、風水害を要因とした停電、及び地震による家屋被害・停電の２つである。
　避難先候補となり得る○○病院及び市△△体育館（福祉避難所）いずれの施設も、避難ルート上には☓☓川の浸水想定区域が存在するため、予想される下記の災害時には、それぞれ次のような対応が必要になると想定される。
　［資料2］自宅～避難先候補周辺のハザード状況（※ 図表で示す）
＜震度６弱以上の地震発生時＞
　家屋への被害が特段なければ、自宅外への避難は基本的不要。
　地震の影響で停電が発生し、家庭での備え（２時間以上）を超え長期化する場合には、非常用電源等で電気が通じている医療機関や避難所等への移動が必要。
＜台風や線状降水帯等による風水害時＞
発災前：風水害による直接被害に備える意図での自宅外への避難は基本的に不要。
　　　　居住地域周辺での被害はなくとも、電力関係施設の被災により、居住地域でも停電が発生し長期化するリスクがある。停電に備えた避難を実施する場合、医療機関等へのルート上には最大5m程の浸水が想定されているため、後述するような適切なタイミングでの避難が必要となる。
　　　　自宅の被災リスクが低いことや、移動に伴う本人への身体的負担を考慮すると、事前避難の必要性を慎重に検討する必要があるが、万が一停電した場合、２時間以内に、かつ大雨の中で、電源を確保に向けた移動をしなくてはならない状況も否定できないことから、☓☓川手前での避難先施設も想定しておくことが望ましい。
発災後：家屋に特段の被害がなければ避難不要。
　　　　台風等通過後、停電復旧の見込みが立たない場合、避難施設周辺の水が引くなどして避難ルート上の危険がなくなれば、停電復旧までの施設避難・滞在は検討可能。（ただし、災害後における施設側での対応状況による）
　想定される避難先：ハザード区域外で、停電時にも電源が確保できる医療機関や避難所等（ハザード区域内でも、上層階で安全に滞在し医療的ケアの実施が可能な建物であれば避難可）
　避難開始のタイミング（案）：
　① 台風の接近に伴う県と気象台の合同説明会の開催や、線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけの発表があった状況で、大雨または洪水注意報が発表された場合
　② 上記の事前情報がないまま、線状降水帯等の突発的要因により、居住地域に「高齢者等避難」以上の避難情報が発令された場合
【現時点での避難方針】
　避難先での電源確保や滞在環境等の点から、医療機関 ○○病院への直接避難について検討したい。同病院での受入が難しい場合、又は☓☓川で氾濫危険水位を超過し、まちなかへの避難に危険が伴う場合に備え、当該河川手前にある施設への避難も併せて検討する。
（河川手前の避難先候補）
　医療機関：□□病院（関わりは無いが、車で４分の最寄りでハザード区域外）
　一般避難所：市第一小学校（兄弟が通学。発電設備の有無や個室利用等が可能か確認）
　福祉避難所：市保健センター（車で10分程。発災初期から開設するか確認）

３　各機関へ確認したい項目等
避難に際して活用し得る社会的リソースを把握するため、次頁記載の各項目について、情報共有をお願いします。
※ 情報共有にあたっては、各機関における災害時の体制や他の利用者への対応等の状況を総合的に考慮した上で、内容の検討及び御回答をお願いします。
	○○病院
	①　本人が避難するにあたり、体調面や避難先の環境面等から留意すべきポイント
②　災害発生前又は発災後に、貴病院で対象児の受け入れは可能か。可能な場合はその条件や受入可能日数、受入困難である場合にはその理由についてご教示ください。
〈memo〉






	福島ヘルパーステーション
	①　災害発生前又は発災後、貴事業所では利用者への安否確認等、なんらかの対応は行われているか。そのほか、災害時に貴事業所で想定される動きについてご教示ください。
②　避難準備～開始までの間や、避難所等への到着後に貴事業所のサービス利用を想定したとき、利用可能な場合はその条件について、利用が難しい場合はその理由についてご教示ください。
〈memo〉






	あぶくま訪問看護ステーション
	①　災害発生前又は発災後、貴事業所では利用者への安否確認等、なんらかの対応は行われているか。そのほか、災害時に貴事業所で想定される動きについてご教示ください。
②　避難準備～開始までの間や、避難所等への到着後に貴事業所のサービス利用を想定したとき、利用可能な場合はその条件について、利用が難しい場合はその理由についてご教示ください。
〈memo〉






	株式会社 東北医療機器
	①　対象児に関して貴社が取り扱う機器について、アセスメントシートに記載されている内容に追記・修正があれば、正確な情報をご教示ください。
②　災害時、本人の自宅や避難先に医療機器やバッテリー等を必要に応じて届けることは可能か。
　　可能な場合はその条件について、対応困難な場合はその理由についてご教示ください。
〈memo〉






	◇◇地方広域消防
	①　災害発生前又は発災後、本児の避難に関して救急車の利用を想定したとき、利用可能な状況と利用困難な状況それぞれについてご教示ください。
〈memo〉


	◇◇市役所

※ 自市町村関係課での対応を記載
	（防災対策課・こども福祉課）
＜平時対応＞
・こども家庭課では障害児に関する避難行動要支援者名簿を管理しており、適宜更新を行っている。



＜災害時対応＞
・地震発生児は震度６弱以上で全員登庁
・防災対策課では災害対策本部対応となるため、個別対応は不可。
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